
１ 課の運営方針

【課の目標】 令和８年度に重点的に取り組む事項・概要
①

②

③

④

⑤

２ 担当（係）の使命（果たす役割）

３ 課の経営資源

（１） 課の体制

人 うち 人 ・ 人 千円 千円

（２） 事業規模 ※R６職員平均給与（ 千円）ベース ※予算計上額

千円 千円 （正職員人件費を除く） 事業2,424 担当予算事業数 1歳入予算額 0 歳出予算額

7,503

建設部　建築課

20.8 20.8 0 人件費
会計年度
任用職員

（建築1担当）市有建築物に係る建築の営繕に関すること
（建築2担当）市有建築物に係る建築の営繕に関すること
（電気設備担当）市有建築物に係る電気設備の営繕に関すること
（機械設備担当）市有建築物に係る機械設備の営繕に関すること

【課の使命】
地域の特性に配慮し、市民に親しみやすく、便利で安全かつコストパフォーマンスに優れた公共建築物の整備を行います。

【行政経営への取組】
公共施設の更なる安心・安全・質の高さを実現するため、積極的に情報を収集し課題に取り組みます。また、専門技術者の育成を図ります。

建築物の建築、改修、解体にかかる工事監理
建築物の工事監理を工期内に適正に実施します。建設関係法令を遵守し、工事の品質確保に努めます。

建築物等の設計
建築物の設計を指定された時期までに行います。建築コンサルタントに委託する場合も、設計内容が事業の目的に合致しているか適切にコンサルタントを指導しま
す。

令和８年度 課の運営方針書

職員数 正職員
会計年度
任用職員

正職員 156,062

予算見積もり
事業の効果を最大限に発揮するため、建設のみならず建設後のコストパフォーマンスについても考慮し、詳細な検討を行い事業費を算出します。

工事等の検査業務
工事等が、施工条件・設計図書と相違がないかの確認をするため、各種の検査を実施します。（段階確認、中間確認検査、完成検査、定期検査等）

専門技術の維持と継承
工事監理の現場実務と自主設計や専門研修への参加を通じて、営繕系職員の専門スキルの向上を図ります。



建設部　建築課

４ 課の中期目標 （優先順）　第３次周南市まちづくり総合計画・前期基本計画に掲げられた基本施策を実現するための推進施策

8

1

4 適正で効率的な事務執行

1 持続可能な行政マネジメントの実践

推進施策
別

優先順位

行政経営

令和１１年度までに実現したい成果推進施策

安全で安心できる公共建築物の整備を行うため、建築・設備技術職員のスキルアップに取り組
み、建築物の質の向上を図ります。


